
公告第205号　
新年度の健康保険料率及び介護保険料率について

健康保険料率は1,000分の94から98へ、 1,000分の4上がります。
介護保険料率は1,000分の14のまま変更ありません。
平成29年3月1日（平成29年3月分保険料、ただし任意継続被保

険者については平成29年4月1日）から実施します。
１．健康保険料率

２．介護保険料率（変更なし）

公告第206号　
任意継続被保険者の
新年度保険料について
　健康保険組合の任意継続被保険者にかか
る標準報酬等を下記の通り公告します。
　平成29年度の任意継続被保険者の標準報
酬月額は340,000円で、昨年度からの変更は
ありません。
　保険料は以下のとおりです。
●保険料

　上記標準報酬月額は退職時の標準報酬月
額と当組合の平均標準報酬月額（上記金額）
を比べいずれか低い方の額を適用します。

（適用期間　平成29年4月1日～平成30年3月
31日）

公 告

標準報酬月額 340,000円（第24等級）

健康保険料月額 340,000円 ×98/1,000 ＝33,320円

介護保険料月額 340,000円 ×14/1,000 ＝4,760円
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事業概要
（平成 29 年 2 月末現在）

被保険者数
 男 1,883 人
 女 1,095 人
 計 2,978 人

平均標準報酬月額事業所数

9 事業所

被扶養者数
1,269 人

１人当たり扶養率
0.43 人

介護保険第２号被保険者数

 　 901 人
　男  371,927 円
　女  267,525 円
平均 333,539 円
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変更前 変更後

被保険者
一般保険料率  46.350/1,000 一般保険料率  48.355/1,000
調整保険料率   0.650/1,000 調整保険料率   0.645/1,000

合計  47.000/1,000 合計  49.000/1,000

事業主
一般保険料率  46.350/1,000 一般保険料率  48.355/1,000
調整保険料率   0.650/1,000 調整保険料率   0.645/1,000

合計  47.000/1,000 合計  49.000/1,000

合計
一般保険料率  92.700/1,000 一般保険料率  96.710/1,000
調整保険料率   1.300/1,000 調整保険料率   1.290/1,000

合計  94.000/1,000 合計  98.000/1,000

介護保険料率
被保険者 7.000/1,000
事 業 主 7.000/1,000
合    計 14.000/1,000
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